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物品等又は役務の名称及び数量 随意契約担当部課の名称および所在地 契約年月日 契約相手先 随意契約に係る契約金額 随意契約理由

解析付心電計
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年5月16日
フクダ電子南関東販売（株）つくば営業

所茨城県つくば市春日3-5-6 1,892,000

契約業者は当該機器の上位システムである生理検査システムの販売
メーカーであり接続等における必要な技術、性能等を有するのは契約
業者のみであり、製造および販売も契約業であることから契約の性質
又は目的が競争を許さないとき（日本赤十字社会計規則36条第4項）
に該当となる為

電子式診断用スパイロメーター
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年5月16日
フクダ電子南関東販売（株）つくば営業

所
茨城県つくば市春日3-5-6

1,540,000

契約業者は当該機器の上位システムである生理検査システムの販売
メーカーであり接続等における必要な技術、性能等を有するのは契約
業者のみであり、製造および販売も契約業であることから契約の性質
又は目的が競争を許さないとき（日本赤十字社会計規則36条第4項）
に該当となる為

電子処方箋　導入
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年6月28日
（株）インテック
東京都江東区豊洲2-2-1豊洲ベイサイド
クロスタワー

4,180,000
電子処方箋の仕組みを上位システムである電子カルテに接続する必要
な技術を有するのは契約業者のみであることから契約の性質又は目的
が競争を許さないとき（日本赤十字社会計規則36条第4項）に該当と
なる為

自動精算機
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年6月17日
高崎共同計算センター
群馬県高崎市下之城町936-20 7,535,000

医事システムと連携接続することが必須であり、接続に関する技術、
性能等を有するのは契約業者のみであり契約の性質又は目的が競争を
許さないとき（日本赤十字社会計規則36条第4項）に該当の為

スマートスクリーン2
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年9月18日
日本電技（株）
茨城県つくば市二の宮1-21-10 3,795,000

すでに既存機器が当該販売店より納入されており、保守においても当
該業者が管理会社であり、設備の設定における技術が有することなど
が明らかに有利である為日本赤十字社会計規則第36条4項の契約の性
質又は目的が競争を許さない場合に該当

血液凝固測定器
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年9月25日
（株）日成メディカル
栃木県宇都宮市問屋町3426-42 520,410

日本赤十字社　会計規則施行細則　第35条
予定価格が160万円をこえない財産を買い入れるとき。

システム顕微鏡セット
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年10月4日
アズサイエンス株式会社
栃木県宇都宮市平出町385-15 671,000

日本赤十字社　会計規則施行細則　第35条
予定価格が160万円をこえない財産を買い入れるとき。

患者搬送用ストレッチャー
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年10月4日
栗原医療器械店
茨城県土浦市若松町1-21 339,900

日本赤十字社　会計規則施行細則　第35条
予定価格が160万円をこえない財産を買い入れるとき。

エラン4　エレクトロ
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年10月4日
サンメディックス株式会社
栃木県栃木市大平町富田石川5100-3 5,472,720

すでに既存機器が当該販売店より納入されており、当物品は関連性の
深い機器であることから当該販売店が明らかに有利であるため
日本赤十字社会計規則第36条4項の契約の性質又は目的が競争を許さ
ない場合に該当

睡眠評価装置
財務課
茨城県古河市下山町1150

令和6年10月18日
帝人ヘルスケア
茨城県つくば市小野崎260-1 1,650,000

契約業者は当該機器の製造メーカーであり販売も契約業であることか
ら契約の性質又は目的が競争を許さないとき（日本赤十字社会計規則
36条第4項）に該当となる為

　　　　令和6年度随意契約一覧


